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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第33期

第１四半期連結
累計期間

第34期
第１四半期連結

累計期間
第33期

会計期間
自　平成31年４月１日
至　令和元年６月30日

自　令和２年４月１日
至　令和２年６月30日

自　平成31年４月１日
至　令和２年３月31日

売上高 （千円） 2,435,651 1,479,718 9,227,175

経常利益又は経常損失（△） （千円） 183,812 △9,339 642,698

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属

する四半期純損失（△）

（千円） 126,877 △5,615 425,343

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 126,877 △5,615 425,343

純資産額 （千円） 2,441,734 2,718,495 2,740,706

総資産額 （千円） 16,819,212 16,823,776 17,133,783

１株当たり四半期（当期）純利益

又は１株当たり四半期純損失

（△）

（円） 30.58 △1.35 102.52

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 14.5 16.2 16.0

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　　　当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失

であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　なお、当第１四半期連結累計期間における新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は、「２「経営者による財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(1)業績の状況」に記載のとおりですが、今後の経過に

よっては当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け政府が緊急

事態宣言を発出、外出自粛や休業の広がりなどを通じて市場機能の多くが制約され、国内経済は急速な悪化が続く

厳しい状況となりました。また、緊急事態宣言解除後も景気回復の見通しは立たず、先行きは不透明な状況が続い

ております。

　このような経済状況のもとで、当社グループは、収益構造の強化を目的とし、各事業部門の収益管理をより一層

徹底し、グループ全体の業績向上を目指してまいりました。

　その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高1,479,718千円（前年同期比39.2％減）、営業利益

18,014千円（同91.9％減）、経常損失9,339千円（前年同期は経常利益183,812千円）、親会社株主に帰属する四半

期純損失5,615千円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益126,877千円）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

①不動産事業

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による営業活動の抑制、顧客需要の低迷による影響を受けたことにより減

収減益となりました。引き続き、在庫回転期間の短縮とともに、良質な在庫資産の取得に努めてまいります。

　当第１四半期連結累計期間における不動産事業の売上高は841,677千円（前年同期比52.7％減）、セグメント損

失11,410千円（前年同期はセグメント利益114,899千円）となりました。

②マンション管理事業

　分譲マンションを中心としたマンション管理事業を行っております。今後も企業基盤の強化を図るとともに、抜

本的なインフラの再構築をすすめ、新しいマンション管理の受託を目指してまいります。

　当第１四半期連結累計期間におけるマンション管理事業の売上高は325,839千円（前年同期比3.2％増）、セグメ

ント損失4,948千円（前年同期はセグメント損失9,175千円）となりました。

③賃貸事業

　当社グループが保有する賃貸等不動産による賃料収入事業と、マンション管理物件の賃貸仲介事業など、グルー

プの営業資産を基にシナジー効果を最大限発揮し、収益につなげる事業を拡大して行っております。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による旅館事業の体制見直しに伴う旅館事業向け賃貸借契約の解除により

減収減益となりました。

引き続き一般管理物件の賃貸管理戸数の増加による基盤強化を図ってまいります。

　当第１四半期連結累計期間における賃貸事業の売上高は214,736千円（前年同期比7.8％減）、セグメント利益

73,351千円（同15.6％減）となりました。

④旅館事業

　外国人をはじめ観光客・旅行客の増加に起因する国内宿泊施設の不足を捉え、既存マンション等の集合住宅を宿

泊施設として提供する事業を展開しております。

　旅館事業においては新型コロナウイルス感染症の感染拡大による観光客・旅行客の減少、需要の消失により宿泊

施設の稼働率の大幅な低下に見舞われ体制再構築を図っているところであり、当第１四半期連結累計期間において

は減収減益となりました。

　当第１四半期連結累計期間における旅館事業の売上高は5,588千円（前年同期比94.8％減）、セグメント損失

40,005千円（前年同期はセグメント利益1,139千円）となりました。
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⑤家具・家電レンタル事業

　賃貸住宅入居者向けの他、賃貸物件オーナー・法人向けに家具・家電のレンタル事業を展開しております。

　当第１四半期連結累計期間における家具・家電レンタル事業の売上高は112,365千円、セグメント利益9,751千円

となりました。

⑥ソフトウェア事業

　パッケージソフト販売部門において、既存パッケージソフトのiPad版のリリースなど商品ラインナップが拡充・

強化されており顧客ニーズに合わせた販売活動を推進しております。また顧客サービスを充実させるべくパッケー

ジソフトの操作指導（スクール）やサポートセンターによる既存ユーザーへの電話サポート、バージョンアップ案

内などの保守分野における企画・営業活動を展開することで、複数年契約や保守契約などの収益基盤の拡充を図っ

ております。

　当第１四半期連結累計期間におけるソフトウェア事業の売上高は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により営

業活動が抑制されたことにより48,465千円（前年同期比21.0％減）、セグメント利益13,754千円（同47.7％減）と

なりました。

⑦ファイナンス事業

　事業者向け不動産担保貸付を主として行っております。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う営業活動の抑制等により融資実行高は減少し、減収減益となりまし

た。

　当第１四半期連結累計期間におけるファイナンス事業の売上高は17,945千円（前年同期比52.3％減）、セグメン

ト利益6千円（同100.0％減）となりました。

(2）財政状態の分析

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における流動資産は9,150,889千円となり、前連結会計年度末に比べ15,924千円減

少いたしました。固定資産は7,656,655千円となり、前連結会計年度末に比べ292,210千円減少いたしました。これ

は主に、建物及び構築物が97,777千円、土地が199,446千円それぞれ減少したことによるものであります。

　この結果、資産合計は16,823,776千円となり、前連結会計年度末に比べ310,007千円減少いたしました。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末における流動負債は8,141,105千円となり、前連結会計年度末に比べ134,538千円増

加いたしました。これは主に短期借入金が181,959千円増加したことによるものであります。固定負債は5,964,175

千円となり、前連結会計年度末に比べ422,333千円減少いたしました。これは主に長期借入金が410,095千円減少し

たことによるものであります。

　この結果、負債合計は14,105,280千円となり、前連結会計年度末に比べ287,795千円減少いたしました。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は2,718,495千円となり、前連結会計年度末に比べ22,211千円

減少いたしました。これは親会社株主に帰属する四半期純損失5,615千円、剰余金の配当16,595千円によるもので

あります。

　この結果、自己資本比率は16.2％（前連結会計年度末は16.0％）となりました。

(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(4)経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

(5）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。
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(6）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間の研究開発費については該当事項はありません。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,568,800

計 16,568,800

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（令和２年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（令和２年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,148,900 4,148,900
福岡証券取引所

（Q-Board市場）

単元株式数

100株

計 4,148,900 4,148,900 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金

増減額（千円）

資本準備金残高

（千円）

令和２年４月１日～

令和２年６月30日
－ 4,148,900 － 436,034 － －

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（令和２年３月31日）に基づく株主名簿による記載を

しております。

①【発行済株式】

    令和２年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,148,900 41,489 －

単元未満株式  － － －

発行済株式総数  4,148,900 － －

総株主の議決権  － 41,489 －

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（令和２年４月１日から令

和２年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（令和２年４月１日から令和２年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、監査法人ハイビスカスによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(令和２年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(令和２年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,046,311 1,829,677

受取手形及び売掛金 132,115 118,657

販売用不動産 5,445,771 6,140,971

原材料及び貯蔵品 1,691 1,627

1年内回収予定の長期貸付金 6,000 6,000

営業貸付金 1,440,001 945,802

その他 95,790 108,511

貸倒引当金 △867 △357

流動資産合計 9,166,813 9,150,889

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,242,795 3,145,017

土地 3,858,624 3,659,178

その他 42,516 43,845

有形固定資産合計 7,143,936 6,848,041

無形固定資産   

のれん 161,629 153,065

その他 15,611 15,410

無形固定資産合計 177,241 168,476

投資その他の資産   

投資有価証券 208,240 208,240

長期貸付金 215,500 214,000

繰延税金資産 112,907 119,572

その他 172,127 107,743

貸倒引当金 △81,086 △9,418

投資その他の資産合計 627,688 640,137

固定資産合計 7,948,865 7,656,655

繰延資産   

開業費 18,103 16,231

繰延資産合計 18,103 16,231

資産合計 17,133,783 16,823,776
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(令和２年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(令和２年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 52,257 49,321

短期借入金 6,214,987 6,396,946

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 745,692 855,109

リース債務 4,230 3,642

未払法人税等 125,502 2,761

賞与引当金 53,000 16,209

その他 610,898 617,115

流動負債合計 8,006,567 8,141,105

固定負債   

長期借入金 6,233,977 5,823,882

リース債務 11,055 9,579

その他 141,476 130,713

固定負債合計 6,386,509 5,964,175

負債合計 14,393,076 14,105,280

純資産の部   

株主資本   

資本金 436,034 436,034

利益剰余金 2,304,672 2,282,461

株主資本合計 2,740,706 2,718,495

純資産合計 2,740,706 2,718,495

負債純資産合計 17,133,783 16,823,776
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成31年４月１日
　至　令和元年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　令和２年４月１日
　至　令和２年６月30日)

売上高 2,435,651 1,479,718

売上原価 1,925,784 1,109,163

売上総利益 509,866 370,554

販売費及び一般管理費 287,954 352,540

営業利益 221,912 18,014

営業外収益   

受取利息 2,846 3,883

受取配当金 13 3

受取保険金 274 4,103

受取給付金 － 4,000

その他 1,360 1,266

営業外収益合計 4,494 13,255

営業外費用   

支払利息 38,311 35,538

社債利息 600 999

その他 3,683 4,071

営業外費用合計 42,594 40,610

経常利益又は経常損失（△） 183,812 △9,339

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
183,812 △9,339

法人税、住民税及び事業税 52,834 2,918

法人税等調整額 4,100 △6,641

法人税等合計 56,935 △3,723

四半期純利益又は四半期純損失（△） 126,877 △5,615

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
126,877 △5,615
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成31年４月１日
　至　令和元年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　令和２年４月１日
　至　令和２年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 126,877 △5,615

四半期包括利益 126,877 △5,615

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 126,877 △5,615

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

（会計方針の変更等）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

（追加情報）

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

　当社及び連結子会社は、「所得税等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ

ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ

いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応

報告第39号　令和２年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第28号　平成30年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額に

ついて、改正前の税法の規定に基づいております。

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計

上の見積りについて重要な変更はありません。
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（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

下記の会社に対し、債務保証を行っております。

  
前連結会計年度

（令和２年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（令和２年６月30日）

株式会社エルデック 銀行借入金 163,812千円 148,455千円

株式会社中野建築事務所 私募債 200,000千円 200,000千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却

額は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成31年４月１日
至 令和元年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 令和２年４月１日
至 令和２年６月30日）

減価償却費 47,685千円 56,753千円

のれんの償却額 230千円 8,563千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成31年４月１日　至　令和元年６月30日）

　１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

令和元年５月９日

取締役会
普通株式 16,595 4.00 平成31年３月31日 令和元年６月24日 利益剰余金

 

　２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　令和２年４月１日　至　令和２年６月30日）

　１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

令和２年５月８日

取締役会
普通株式 16,595 4.00 令和２年３月31日 令和２年６月26日 利益剰余金

 

　２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末

日後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成31年４月1日　至　令和元年６月30日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       

 報告セグメント

 不動産事業
マンション

管理事業
賃貸事業 旅館事業

　家具・家

電　　レンタル

事業

　ソフトウェ

ア　事業

売上高       

外部顧客への売上高
1,745,015 291,392 176,872 108,093 － 60,816

セグメント間の内部

売上高又は振替高
35,714 24,270 55,999 － － 528

計 1,780,729 315,663 232,872 108,093 － 61,344

セグメント利益又は損

失（△）
114,899 △9,175 86,877 1,139 － 26,278

 

      （単位：千円）

 報告セグメント

その他（注１） 合計
調整額　　
（注２）

四半期連結損
益計算書計上
額（注３）

 
　ファイナン

ス　事業
計

売上高       

外部顧客への売上高
37,620 2,419,812 15,839 2,435,651 － 2,435,651

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 116,512 － 116,512 △116,512 －

計 37,620 2,536,325 15,839 2,552,164 △116,512 2,435,651

セグメント利益又は損

失（△）
21,337 241,356 11,695 253,051 △31,139 221,912

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他附帯事業等を含んでおりま

す。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額△31,139千円は、セグメント間取引消去額△3,417千円、全社損益△

27,722千円を含んでおります。全社損益は、当社におけるグループ会社からの経営指導料及びグループ管理に

係る費用であります。

３　セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　令和２年４月1日　至　令和２年６月30日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       

 報告セグメント

 不動産事業
マンション

管理事業
賃貸事業 旅館事業

　家具・家

電　　レンタル

事業

　ソフトウェ

ア　事業

売上高       

外部顧客への売上高
816,134 298,134 175,849 5,588 112,365 47,566

セグメント間の内部

売上高又は振替高
25,542 27,704 38,887 － － 899

計 841,677 325,839 214,736 5,588 112,365 48,465

セグメント利益又は損

失（△）
△11,410 △4,948 73,351 △40,005 9,751 13,754

 

      （単位：千円）

 報告セグメント

その他（注１） 合計
調整額　　
（注２）

四半期連結損
益計算書計上
額（注３）

 
　ファイナン

ス　事業
計

売上高       

外部顧客への売上高
17,945 1,473,585 6,133 1,479,718 － 1,479,718

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 93,033 － 93,033 △93,033 －

計 17,945 1,566,619 6,133 1,572,752 △93,033 1,479,718

セグメント利益又は損

失（△）
6 40,499 2,364 42,863 △24,848 18,014

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その他附帯事業等を含んでおりま

す。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額△24,848千円は、セグメント間取引消去額457千円、のれんの償却額

△8,563千円、その他の調整額91千円、全社損益△16,834千円を含んでおります。全社損益は、当社における

グループ会社からの経営指導料及びグループ管理に係る費用であります。

３　セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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（金融商品関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（有価証券関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成31年４月１日
至　令和元年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　令和２年４月１日
至　令和２年６月30日）

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）
30円58銭 △1円35銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又

は親会社株主に帰属する四半期純損失

（△）（千円）

126,877 △5,615

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益又は親会社株主に帰属す

る四半期純損失（△）（千円）

126,877 △5,615

普通株式の期中平均株式数（株） 4,148,900 4,148,900

（注）前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

　　　当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失

であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

令和２年５月８日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・ 16,595千円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・ 4円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・ 令和２年６月26日

（注）令和２年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

令和２年８月12日

ビジネス・ワンホールディングス株式会社

取締役会　御中
 

監査法人ハイビスカス

札幌事務所

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 堀　　俊介　　印

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 御器　理人　　印

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているビジネス・ワン

ホールディングス株式会社の令和２年４月１日から令和３年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（令

和２年４月１日から令和２年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（令和２年４月１日から令和２年６月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ビジネス・ワンホールディングス株式会社及び連結子会社の令和２

年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じ

させる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継

続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード

を講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

ビジネス・ワンホールディングス株式会社(E05325)

四半期報告書

20/20


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３経営上の重要な契約等

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

